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令和 5 年度第 1 回松江市男女共同参画審議会 当日質問及び回答 

※該当箇所：審議会会議録 7 ページ 
 質問者 質問内容 回 答 

1 越野委員 【資料 4 年次報告書 P15 について】 
市の男性職員の育児休業の取得率、か
なり上昇したということはとても良
いことだと思いますし、かなり国から
も県からも言われておられるという
ところは聞いておりますけれども、果
たして（市の男性職員は育休を）何日
ぐらい取られたのでしょうか。全国的
には 2 週間以内っていうのがほとん
どを占めているという状況です。 

 
平均取得日数  63.53 日 
 
２週間未満 20.00%（3/15） 
 
２週間以上 30 日未満 33.33% 
（5/15） 
30 日以上 46.67%（7/15） 

2 越野委員 ＜1 番に続き＞ 
（男性も育休を）取らないよりは取っ
た方がいいとは思いますが、やはり女
性が半年とか 1 年とか、場合によって
はそれ以上取るのに比べてどうして
も短くなっていて、それで育児参加と
いうか、自分の子供なので参加ってい
うのも変だなと思いますけれども、
（短期間の育休で）育児参加という目
標が達成できているのかというとこ
ろですね。 

 
・父親・母親になる職員へは、個別
に育児休業制度の説明を行い、育児
休業を取得する職員は、それぞれの
育児状況に応じて取得期間を決定
しています。 
・本市では、男性職員の取得期間は
１か月未満が半数を占めています
が、約 2 週間育児休業を取得した男
性職員からは『上の子がいたので、
母親が出産・退院するまでの短い期
間だけでも取得できたことはとて
も助かった。』との声もあり、期間の
長短に限らず、各家庭の育児状況に
応じて取得できる環境を整えるこ
とが重要であると考えています。 
・引き続き、男性職員の育児参加を
推進し、男性職員の育児休業の取得
率の増加に努めてまいります。 

 


